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前
納
制
度

一
括
し
て
納
め
る
と
、保
険
料
が

割
引
に
な
り
ま
す
。ま
た
、口
座
振
替

で
前
納
す
る
と
、現
金
で
前
納
す
る

場
合
よ
り
も
お
得
で
す
。２
年
・
１

年
・
６
カ
月
前
納
の
中
か
ら
選
べ
ま

す
。希

望
す
る
場
合
は
、必
要
な
も
の

を
持
参
の
上
、２
月
27
日
㊎
ま
で
に

金
融
機
関
ま
た
は
年
金
事
務
所
へ
申

し
出
て
く
だ
さ
い
。

早
割
制
度

口
座
振
替
の
指
定
日
を
納
付
期
限

よ
り
１
カ
月
早
め
る
と
、保
険
料
が

割
引
に
な
り
ま
す
。納
め
忘
れ
の
心

配
も
な
く
、安
心
・
確
実
で
す
。希
望

す
る
人
は
、金
融
機
関
ま
た
は
年
金

事
務
所
へ
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

▼
口
座
振
替
に
よ
る「
前
納
」ま
た
は

「
早
割
」の
申
し
出
に
必
要
な
も
の

□
預
貯
金
通
帳

□
預
貯
金
通
帳
届
出
印

□
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も
の

（
年
金
手
帳
・
基
礎
年
金
番
号
通
知

２
月
は
お
得
な
前
納
制
度
の
申
し
込
み
月

国
民
年
金
保
険
料
の
割
引
制
度

まちの木

20
歳
を
迎
え
た
皆
さ
ん
へ

国
民
年
金

国
民
年
金
は
、年
を
と
っ
た
と
き
、

病
気
や
事
故
で
障
害
が
残
っ
た
と

き
、家
族
の
働
き
手
が
亡
く
な
っ
た

と
き
に
、働
い
て
い
る
世
代
み
ん
な

で
支
え
よ
う
と
い
う
考
え
で
作
ら
れ

た
仕
組
み
で
す
。20
歳
以
上
60
歳
未

満
の
人
は
加
入
す
る
こ
と
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

将
来
の
大
き
な
支
え
に
な
り
ま
す

国
民
年
金
は
20
歳
以
上
60
歳
未
満

の
人
が
加
入
し
、保
険
料
を
納
め
る

制
度
で
す
。国
が
責
任
を
も
っ
て
運

営
す
る
た
め
、安
定
し
て
お
り
、年
金

の
給
付
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
保
障
さ

れ
ま
す
。

老
後
の
た
め
だ
け
の
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、年
を
と
っ
た
と

き
の
老
齢
年
金
の
ほ
か
、病
気
や
事

故
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
の
障
害
年

金
、ま
た
、加
入
者
に
よ
り
生
計
を
維

持
さ
れ
て
い
た
遺
族（
子
の
あ
る
配

偶
者
や
子
）が
受
け
取
れ
る
遺
族
年

金
も
あ
り
ま
す
。

学
生
納
付
特
例
制
度

学
生
は
一
般
的
に
所
得
が
少
な
い

た
め
、本
人
の
所
得
が
一
定
額
以
下

の
場
合
、保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ

れ
る
制
度
で
す
。

対
象
は
、学
校
教
育
法
に
規
定
す

る
大
学
、大
学
院
、短
期
大
学
、高
等

学
校
、高
等
専
門
学
校
、専
修
学
校
お

よ
び
各
種
学
校（
修
業
年
限
１
年
以

上
で
あ
る
課
程
）、一
部
の
海
外
大
学

の
日
本
分
校
に
在
学
す
る
人
で
す
。

納
付
猶
予
制
度

学
生
で
な
い
50
歳
未
満
の
人
で
、

本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
所
得
が
一
定

額
以
下
の
場
合
に
保
険
料
の
納
付
が

猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

▼
手
続
き
・
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課
保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）

渋
川
年
金
事
務
所

国
民
年
金
課

☎
22
・
１
６
０
７

まちの鳥

書
・
国
民
年
金
保
険
料
納
付
書
な
ど
）

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納
付

で
も
、保
険
料
の
２
年
前
納
が
で
き

ま
す
。

※
有
効
期
限
を
迎
え
る
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
は
、更
新
時
に
改
め
て
手
続

き
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。ご

注
意
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、日
本
年
金
機
構
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

渋
川
年
金
事
務
所

国
民
年
金
課

☎
22
・
１
６
０
７
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届
け
出
を
忘
れ
ず
に

健
康
の
保
持
・
増
進
の
た
め

国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
離
脱

人
間
ド
ッ
ク
補
助
金（
令
和
７
年
度
分
）

国
民
健
康
保
険（
国
保
）の
加
入
・

離
脱
に
は
、異
動
が
あ
っ
た
日
か
ら

14
日
以
内
に
届
け
出
が
必
要
で
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
保
険
証
を

紐
付
け
て
い
て
も
届
け
出
は
必
要
で

す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。加
入
の

届
け
出
が
遅
れ
る
と
、一
度
に
多
額

の
国
保
税
の
支
払
い
が
生
じ
る
場
合

が
あ
り
、離
脱
の
届
け
出
が
遅
れ
る

人
間
ド
ッ
ク
の
受
診
を
希
望
す

る
人
へ
、申
請
に
よ
り
補
助
金
を
交

付
し
て
い
ま
す
。対
象
と
な
る
人
間

ド
ッ
ク
は
、日
帰
り
人
間
ド
ッ
ク
、１

泊
人
間
ド
ッ
ク
お
よ
び
脳
ド
ッ
ク

(

人
間
ド
ッ
ク
併
用)

で
す
。

※
脳
ド
ッ
ク
の
み
受
診
し
た
場
合

や
、町
の
健
診
を
受
け
た
場
合
、人
間

ド
ッ
ク
補
助
金
を
受
け
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

▼
対
象（
次
の
そ
れ
ぞ
れ
２
つ
を
満

た
す
人
）

国
民
健
康
保
険（
国
保
）加
入
者

●
受
診
日
現
在
、国
保
の
被
保
険
者

で
、30
歳
以
上
の
人

●
申
請
日
時
点
で
国
保
税
を
滞
納
し

て
い
な
い
人

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者

●
受
診
日
現
在
、町
に
住
所
が
あ
る

被
保
険
者

●
申
請
日
時
点
で
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な
い
人

▼
医
療
機
関

ご
自
身
で
選
定
し
て

く
だ
さ
い
。

と
、納
め
る
必
要
の
な
い
国
保
税
が

課
税
さ
れ
続
け
て
し
ま
う
場
合
が
あ

り
ま
す
。忘
れ
ず
に
届
け
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課
保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９

（
直
通
）

▼
助
成
金
額

２
万
円

※
健
診
料
が
２
万
円
以
下
の
場
合
は

支
払
っ
た
金
額
ま
で

▼
申
請
方
法

受
診
後
、次
の
も
の
を
保
険
室
に

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

□
人
間
ド
ッ
ク
健
診
料
の
領
収
書

□
健
診
結
果（
一
式
）

□
通
帳
な
ど(

振
込
先
が
分
か
る
も

の)

の
写
し

▼
受
診
期
間

令
和
７
年
4
月
1
日
〜
令
和
8
年
3

月
31
日

▼
申
請
期
限

令
和
８
年
３
月
31
日
㊋

※
令
和
8
年
3
月
中
に
受
診
す
る
人

は
、あ
ら
か
じ
め
申
請
期
限
内
に
申

請
し
、健
診
結
果
通
知
表
は
令
和
8

年
4
月
30
日
㊍
ま
で
に
追
加
で
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
期
限
ま
で
に
申
請
が
な
い
場
合
、

補
助
金
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課
保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）

まちの鳥

 届け出に必要なもの
□個人番号が分かるもの　□本人確認書類（運転免許証など）
※その他届け出に応じて必要なものがあります。詳しくは以下の表
をご覧ください。
届け出が必要なとき 上記の他に届け出に必要なもの

加

入

他の市区町村から転入して
きた/子どもが生まれた

職場の健康保険をやめた
か、扶養家族でなくなった ●社会保険離脱証明書

生活保護を受けなくなった ●保護廃止決定通知書

外国人住民で住民票が作
成された（在留期間が3カ
月を超えるなど）

●特別永住者証明書または在留カード
　（外国人登録証明書）
●パスポート

離

脱

他の市区町村に転出する/
死亡した

●「資格情報のお知らせ」または
　「資格確認書」

職場の健康保険に入った
か、扶養家族になった

●町国保の「資格情報のお知らせ」
　または「資格確認書」
●加入した職場の「資格情報のお知ら
せ」または「資格確認書」（認定日が記
入されたもの）

生活保護を受けるように
なった

●町国保の「資格情報のお知らせ」
　または「資格確認書」
●保護開始決定通知書

そ
の
他

住所・世帯主・氏名などを変
更した

●「資格情報のお知らせ」または
　「資格確認書」

修学のため他の市区町村
に転出し、町の資格情報の
お知らせなどが必要

●「資格情報のお知らせ」または
　「資格確認書」
●在学証明書または学生証の写し

※「資格情報のお知らせ」の代わりに、マイナポータルの資格情報（来庁の場合
は印刷、電子申請(離脱のみ)の場合はダウンロードファイルを添付）でも可

▲国保離脱の手続きは
スマホなどからも可
能です
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分
別
さ
れ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
は

ご
み
で
は
な
く
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
ま

す
。ま
だ
可
燃
ご
み
で
排
出
し
て
い

る
人
は
、最
初
は
卵
の
パ
ッ
ク
や
お

菓
子
の
袋
だ
け
で
も
よ
い
の
で
、プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
分
別
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

▼
収
集
日

毎
週
水
曜
日

▼
対
象
品
目

●
容
器
包
装
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク（
食
品

全
国
的
に
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池

な
ど
が
原
因
の
火
災
事
故
が
多
発
し

て
い
ま
す
。ご
み
収
集
車
で
圧
縮
さ

れ
た
り
、ご
み
処
理
施
設
の
破
砕
機

で
衝
撃
が
加
わ
っ
た
り
す
る
こ
と
で

発
火
す
る
た
め
、絶
対
に
家
庭
ご
み

で
は
出
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

▼
回
収
場
所

役
場
住
民
課
住
民
環
境
室
窓
口

ト
レ
イ
、お
弁
当
容
器
、洗
剤
容
器

な
ど
）

※
プ
ラ
マ
ー
ク
が
あ
る
も
の
は
全
て

対
象

●
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品（
バ
ケ

ツ
、タ
ッ
パ
ー
、ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル

な
ど
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課
住
民
環
境
室

☎
26
・
２
２
４
５（
直
通
）

※
リ
サ
イ
ク
ル
マ
ー
ク
が
な
い
も

の
、膨
張
・
破
損
し
た
も
の
を
含
め
回

収
し
ま
す
。

▼
回
収
時
間

平
日
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
５
時
15
分

▼
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課
住
民
環
境
室

☎
26
・
２
２
４
５（
直
通
）

プ
ラ
は
黄
色
袋
で
出
し
ま
し
ょ
う

家
庭
ご
み
で
は
出
せ
ま
せ
ん

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
分
別
に
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す

リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
な
ど
を
捨
て
る
際
は
役
場
窓
口
へ

まちの木

期
間
は
２
月
13
日
㊎
〜
26
日
㊍
で
す

都
市
計
画
案
の
縦
覧
の
お
知
ら
せ

こ
の
度
、町
で
は
、用
途
地
域
、特

定
用
途
制
限
地
域
、地
区
計
画
お
よ

び
都
市
計
画
施
設（
道
路
及
び
公
園
）

に
係
る
都
市
計
画
案
を
作
成
し
、関

係
図
書
を
縦
覧
す
る
こ
と
と
し
ま
し

た
。縦

覧
は
次
の
通
り
実
施
し
ま
す
の

で
、こ
の
案
に
意
見
が
あ
る
人
は
、縦

覧
期
間
中
に
住
所
、氏
名
お
よ
び
意

見
を
書
い
て
、建
設
課
都
市
建
設
室

窓
口
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

意
見
書
の
書
式
は
、町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る

か
、建
設
課
都
市
建
設
室
窓
口
で
お

受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

▼
期
間

２
月
13
日
㊎
〜
26
日
㊍

※
開
庁
時
間
内
に
限
り
ま
す
。

▼
場
所

建
設
課
都
市
建
設
室

▼
案
の
名
称

●
吉
岡
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更

（
駒
寄
ス
マ
ー
ト
Ⅰ
Ｃ
西
側
周
辺

地
区
の
追
加
）

●
吉
岡
都
市
計
画
特
定
用
途
制
限
地

域
の
変
更（
駒
寄
ス
マ
ー
ト
Ⅰ
Ｃ

産
業
団
地
西
第
１
地
区
ほ
か
２
地

区
の
変
更
）

●
吉
岡
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更

（
駒
寄
ス
マ
ー
ト
Ⅰ
Ｃ
西
周
辺
地

区
の
追
加
）

●
吉
岡
都
市
計
画
道
路
の
変
更（
３
・

４
・
６
号
溝
祭
北
下
線
ほ
か
３
路

線
の
変
更
）

●
吉
岡
都
市
計
画
公
園
の
決
定（
３
・

３
・
１
号
下
八
幡
は
る
か
ぜ
公
園

ほ
か
１
公
園
の
決
定
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

建
設
課
都
市
建
設
室

☎
26
・
２
２
７
８（
直
通
）

まちの鳥


